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こ
れ
も「
振
り
込
め
詐
欺
」で
す
か

 

「
公
証
人
役
場
に
お
い
て
認

証
を
受
け
た
公
的
な
債
権
証
書
で

す
」と
書
か
れ
た
封
書
が
届
い
た
。

中
に
は
、
無
料
と
思
っ
て
利
用
し

た
出
会
い
系
サ
イ
ト
料
金
の
「
催

告
通
知
」
が
入
っ
て
い
た
。
こ
の

ま
ま
放
置
し
て
お
い
て
大
丈
夫
で

す
か
？

 

封
書
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、

「
催
告
通
知
」
に
は
振
込
先
口
座

が
書
い
て
あ
り
「
３
日
以
内
に
連

絡
ま
た
は
入
金
の
こ
と
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
警
察
で
は
、
金

銭
を
振
り
込
め
と
い
う
要
求
に
は

「
す
ぐ
に
振
り
込
ま
な
い
」「
１
人

��

で
振
り
込
ま
な
い
」
よ
う
警
告
し

て
い
ま
す
が
、
公
的
機
関
か
ら
の

通
知
と
思
わ
せ
る
手
口
が
増
え
て

い
る
た
め
迷
う
事
も
多
い
よ
う
で

す
。
今
回
の
通
知
は
、
請
求
書
が

そ
の
日
付
に
存
在
し
た
と
い
う
証

明
を
受
け
た
だ
け
で
あ
り
、
公
的

な
債
権
証
書
と
い
え
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
他
、
裁
判
所
の
支
払
い
督

促
の
制
度
を
悪
用
す
る
、
弁
護
士

事
務
所
を
か
た
る
、
寄
付
金
集
め

を
装
う
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
振
り
込

め
詐
欺
が
横
行
し
て
い
る
の
で
、

不
審
な
電
話
や
手
紙
に
は
す
ぐ
に

返
答
せ
ず
、
警
察
や
消
費
生
活
相

談
室
（
�　

・
３
５
５
６
）
に
ご

５８１

相
談
く
だ
さ
い
。（市

民
相
談
担
当
）

 
■
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
書
を
発

送
し
ま
す
〜
納
税
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

１７

の
納
税
通
知
書
を
７
月　

日
�
に
世

１３

帯
主
あ
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

納
期
は
７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

の
９
回
で
、
第
１
期
の
納
期
限
は
８

月
１
日
�
で
す
。
平
成　

年
度
か
ら

１７

１
年
分
を
一
括
納
付
で
き
る
「
全
納

納
付
書
」
を
つ
け
ま
し
た
。
取
り
扱

い
期
限
は
８
月
１
日
�
で
す
。

▼
健
康
保
険
税
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
課
税
額
は
、
�
所

得
割
額
�
資
産
割
額
�
均
等
割
額
�

平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
（
下

表
参
照
）。　

歳
未
満
・　

歳
以
上
の

４０

６５

方
は
「
医
療
保
険
分
」
の
み
、　

歳
４０

以
上　

歳
未
満
（
介
護
保
険
第
２
号

６５

被
保
険
者
）
の
方
は
「
医
療
保
険
分

と
介
護
保
険
分
」
の
合
計
額
と
な
り

ま
す
。

 
▼
生
活
が
困
窮
し
た
と
き
は
相
談
を

　

生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

　

指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
各
納
期

の
最
終
日
に
自
動
的
に
振
り
替
え
ま

す
の
で
、
大
変
便
利
で
す
。

﹇
申
込
み
﹈
納
税
通
知
書
に
同
封
の

口
座
振
替
申
込
書
に
記
入
し
、
通
帳

●国民健康保険税の計算方法（年間）

介護保険分＝�＋�
（限度額７万円）

�所得割額：所得に応じて計算
する額（前年の総所得金額－
基礎控除３３万円）×０．８４／１００

�均等割額
　（該当者の人数）×８，５００円

医療保険分＝�＋�＋�＋�
（限度額５３万円）

�所得割額：所得に応じて計算す
る額（前年の総所得金額－基礎
控除３３万円）×５／１００

�資産割額：固定資産税額に応じ
て計算する額（本年度の固定資
産税額）×１０／１００

�均等割額：世帯の加入者数に応
じて計算する額

　（加入者の人数）×１５，６００円

�平等割額：１世帯に７，０００円が
課されます

届
け
出
印
を
押
印
の
う
え
お
送
り
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
市
内
の
金
融
機
関

で
も
申
込
用
紙
を
備
え
付
け
て
い
ま

す
。
金
融
機
関
で
申
し
込
む
場
合

は
、
�
預
金
通
帳
と
通
帳
印
�
納
税

通
知
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

　

以
上
、
い
ず
れ
も
﹇
問
合
せ
先
﹈

保
険
年
金
課
保
険
税
係

■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
へ

▼
全
額
・
半
額
免
除

　

申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
と
保
険

料
が
全
額
ま
た
は
半
額
免
除
さ
れ
ま

す
。
承
認
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
に
基

づ
き
判
定
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
を
免

除
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
を
受
け
る

た
め
に
必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
、
年

金
額
に
も
反
映
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
に
免
除
を
受

１６

け
た
方
で
今
年
度
も
継
続
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
再
度
申
請
手
続
き
が
必

要
で
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
〜　

歳
未

３０

満
の
方
が
対
象

　

こ
れ
ま
で
は
、
所
得
が
少
な
い
若

年
者
が
免
除
申
請
を
行
っ
た
場
合

に
、
所
得
が
一
定
額
以
上
の
世
帯
主

（
親
な
ど
）
と
同
居
し
て
い
る
と
免

除
の
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
年
度
か
ら
同
居
の
世
帯
主
の
所
得

に
か
か
わ
ら
ず
、　

歳
未
満
の
本
人

３０

お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
全
額
免
除

基
準
以
下
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。　

　

保
険
料
を
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間

に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反

映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
も
保
険
料
を
免
除
ま
た
は

納
付
猶
予
さ
れ
た
期
間
に
つ
い
て

は
、　

年
以
内
で
あ
れ
ば
一
定
の
金

１０

額
を
加
算
し
て
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
保
険
年
金
課
年
金
係

 
■
木
造
住
宅
簡
易
耐
震
調
査

　

市
内
に
お
住
ま
い
で
、
住
宅
の
耐

震
性
に
不
安
が
あ
る
方
を
対
象
に
、

建
築
士
を
派
遣
し
て
簡
易
な
耐
震
調

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
現

在
補
助
を
行
っ
て
い
る
耐
震
診
断
と

は
異
な
る
も
の
で
、
詳
細
な
耐
震
診

断
を
実
施
す
る
前
の
目
安
と
な
る
予

備
調
査
を
行
う
も
の
で
す
。
費
用
は

市
が
負
担
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
に
は
申
請
の
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請
に
は
確

認
通
知
書
・
検
査
済
証
・
登
記
簿
謄

本
・
家
屋
所
在
証
明
書
等
の
い
ず
れ

か
の
写
し
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 
﹇
対
象
﹈
市
内
の
木
造
（
在
来
軸
組

工
法
に
限
る
）
２
階
建
て
以
下
の
住

宅
（
延
べ
面
積
の
２
分
の
１
以
上
を

住
宅
の
用
途
に
供
し
て
い
る
も
の
を

含
み
、
賃
貸
を
目
的
と
す
る
住
宅
は

除
く
）
で
、
昭
和　

年
以
前
に
建
築

５６

さ
れ
た
も
の
﹇
問
合
せ
先
﹈
建
築
指

導
課
（
�　

・
６
２
１
１
）

５８７

■
市
民
住
宅
の
あ
き
家
入
居
者
（
登

録
者
）
を
募
集

　

市
民
住
宅
は
、
国
な
ど
の
補
助
で

家
賃
負
担
の
軽
減
を
図
っ
た
中
堅
所

得
者
向
け
の
公
的
住
宅
で
す
。

﹇
募
集
住
宅
・
戸
数
﹈
第
１
か
し
の

木
ハ
イ
ツ
（
高
幡
）
１
戸
・
第
２
か

し
の
木
ハ
イ
ツ
（
南
平
）
７
戸
・
第

３
か
し
の
木
ハ
イ
ツ
（
神
明
）
２
戸

・
第
４
か
し
の
木
ハ
イ
ツ
（
高
幡
）

１
戸
﹇
家
賃
﹈
７
万
８
千　

円
〜　

６００

１１

万
８
千
円
（
住
宅
・
世
帯
の
収
入
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）﹇
資
格
﹈
�
市

内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
し
て
い
る
成

年
者（　

歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）

２０

�
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基
準
内
�
現

に
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

る
親
族
が
い
る
�
住
宅
に
困
っ
て
い

る
（
詳
し
く
は
「
募
集
の
し
お
り
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
）﹇
し
お
り
の
配

布
﹈
７
月
１
日
�
〜
８
日
�
（
日
曜

日
を
除
く
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時　

分
に
市
役
所
１
階
市
民
相
談

１５

窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所

で
配
布
﹇
申
込
み
﹈
７
月　

日
�（
必

１１

着
）ま
で
に
所
定
の
用
紙
を
、
〒　
１９１

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
４
階
財
産

管
理
課
施
設
係
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

■
が
け
崩
れ
へ
の
備
え
と
し
て
家
の

ま
わ
り
の
再
点
検
を

　

長
雨
や
集
中
豪
雨
で
地
盤
が
緩

み
、
が
け
や
よ
う
壁
な
ど
の
崩
壊
が

起
こ
り
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
日
ご
ろ
か
ら
家
の
周
り
の
安
全

を
確
か
め
、
危
な
い
石
積
み
や
土
留

め
は
補
強
し
、
雨
水
の
排
水
を
よ
く

す
る
な
ど
し
て
、
安
全
対
策
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
、
関
係
機
関

か
ら
改
善
な
ど
の
措
置
を
と
る
よ
う

勧
告
を
受
け
て
い
る
方
は
、
必
ず
、

補
強
・
改
良
な
ど
の
工
事
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
律
（
宅
地
造
成
等
規
制

法
）
で
定
め
る
区
域
内
で
、
一
定
の

高
さ
以
上
を
切
り
土
・
盛
り
土
す
る

時
や
、
よ
う
壁
な
ど
を
築
造
す
る
時

は
、
事
前
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
東
京
都
多
摩
建
築
指

導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課（
�　

・
５４８

２
０
３
７
）、
市
防
災
課
（
�　

・
１
５８５

１
０
０
）

■
住
宅
金
融
公
庫
の
融
資
制
度

　

住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
宅
地
造
成

等
規
制
法
に
よ
り
、
が
け
崩
れ
防
止

な
ど
に
関
し
て
勧
告
や
改
善
命
令
を

受
け
て
い
る
方
を
対
象
に
、
工
事
資

金
の
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
住
宅
金
融
公
庫
東
京

支
店
広
域
審
査
課
（
�　

・
５
２
６

０３

１
・
５
９
４
２
）、
市
防
災
課
（
�　
５８５

・
１
１
０
０
）

 
■
フ
リ
ー
タ
ー
常
用
就
職
支
援
窓
口

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王
子
で
は
、
概

ね　

歳
未
満
で
常
用
雇
用
で
の
就
職

３５
を
希
望
す
る
フ
リ
ー
タ
ー
の
方
を
対

象
に
、
就
職
活
動
プ
ラ
ン
、
履
歴
書

等
の
作
成
、
セ
ミ
ナ
ー
受
講
な
ど
、

予
約
制
に
よ
る
綿
密
な
就
職
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

﹇
問
合
せ
先
﹈
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王

子
（
�
０
４
２
６
・　

・
８
６
０
９
）、

４８

市
産
業
振
興
課

■
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
入
会
案

内
説
明
会

﹇
日
時
﹈
７
月
４
日
�
・　

日
�
午

１９

前
９
時　

分
か
ら
﹇
内
容
﹈
事
業
紹

３０

介
、
概
要
説
明
﹇
会
場
・
問
合
せ
先
﹈

日
野
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
�　

・
８
１
７
１
）

５８１

■
高
年
齢
者
就
業
相
談
〜
高
年
齢
者

の
再
就
職
を
応
援
し
ま
す

 
﹇
日
時
﹈
７
月　

日
�
・　

日
�
午

１２

２６

後
１
時　

分
〜
４
時
﹇
会
場
﹈
高
幡

３０

図
書
館 
﹇
対
象
﹈
概
ね　

歳
以
上
の

５５

就
職
希
望
の
方
﹇
問
合
せ
先
﹈
国
分

寺
高
年
齢
者
就
業
相
談
所
（
�　

・
０４２

　

・
４
９
６
１
）

３２４
 

■
多
摩
南
部
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
職

員
募
集

　

市
が
近
隣
四
市
（
調
布
市
・
狛
江

市
・
多
摩
市
・
稲
城
市
）
と
共
同
で

設
立
し
、
運
営
し
て
い
る
有
限
責
任

中
間
法
人
「
多
摩
南
部
成
年
後
見
セ

ン
タ
ー
」（
調
布
市
）
で
、
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
募
集
の
概
要
及
び

申
込
用
紙
は
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
て

い
ま
す
。
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

﹇
申
込
み
﹈
７
月
７
日
�
（
必
着
）

ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー（
�
０
４
２
４
・

　

・
５
８
０
２
）
へ

９８■
都
立
霊
園
使
用
者
募
集

﹇
募
集
期
間
﹈
７
月
１
日
�
〜　

日
１４

�
﹇
案
内
の
配
布
場
所
﹈
市
役
所
１

階
市
民
窓
口
課
・
３
階
環
境
保
全
課
、

七
生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
﹇
問
合

せ
先
﹈
�
東
京
都
公
園
協
会
（
�　
０３

・
３
３
５
９
・
２
６
３
３
）

　

市
で
は
、
雇
用
促
進
の
た
め
の

新
た
な
事
業
と
し
て
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
八
王
子
と
の
共
催
で
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
出
張
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。

　

当
日
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
関
す

る
職
業
紹
介
・
あ
っ
せ
ん
の
ほ
か
、

各
種
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。
パ

ー
ト
タ
イ
ム
で
仕
事
を
お
探
し
の

方
や
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

﹇
日
時
﹈７
月
５
日
�
午
後
１
時
〜

４
時﹇
会
場
﹈福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー

※
直
接
会
場
へ﹇
問
合
せ
先
﹈ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
八
王
子（
�
０
４
２
６
・

　

・
８
６
０
９
）、
市
産
業
振
興
課

４８


